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安 全 情 報 ( ２号 )  

 

ポイント 

１ 刈払機のキックバックに注意 

２ チェーンソー防護ブーツでの歩き方（鳥取県森林組合連合会のＨＰより） 

３ 安全衛生活動により得られるもの 

 
１ 刈払機のキックバックに注意 

下刈りの時期です。毎年同じ情報ですが、研修生等に指導をお願いします。 

刈払機は便利ですが、刈払う位置を知ったうえで安全に使ってください。 

〇 刈払対象物にあてる刈刃の位置 

草類（左）、かん木(右)と何を刈り払うかで刃の位置が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草などに隠れた根株やかん木に触れた 

キックバックは各地で発生しています。 

右前方に特に注意。 

 

林業における刈払機使用に係る安全作業指針より 

 

危険な行為 

 左右に大きく振りながら刈る動作 

 刈払い機に絡んだ雑草等を後方に振り投げる動作 

緑の雇用研修生は、Ｕ字ハンドルの刈払機を使い、腰バンド、股バンドを着装した安全の基本動

作を徹底してください。 

刈払い対象物にあてる位置 

かん木の刈払い位置 草類の刈払い位置 

かん木 

飛散防止装置 
飛散防止装置 



 
 
 
２ チェーンソー防護ブーツでの歩き方 鳥取県森林組合連合会ＨＰ 

（鳥取県森林組合連合会 (torimori.com)） 

 
鳥取県森林組合連合会で「チェーンソー防護ブーツ」を履いた時の山の歩き方の動画を紹介し

てます。 

枝払い時、地拵え時などでもチェーンソーで足を切創する事故が発生しています。また、チェ
ーンソーの切創はかなり悲惨な状況となります。 

研修生はチェーンソー作業時には防護ブーツの着装をお願いします。 

 

（防護ブーツ未着装であった災害例） 

〇 作業路下の木材集積場所にて、枝払いを行っていた時に誤って左足甲を切創した。 
〇 造林地にてチェーンソーを使用し除伐作業を実施。伐倒した木（直径約 10 ㎝）の玉切りを
行っていた際、斜面下側の右足が滑って体が傾き、ソーチェーンが左足親指に接触した。被災
者は木を跨ぎ、伐倒木に対して斜面下方で作業していた。 

 
 災害の一例ですが、チェーンソーで足元の木を処理中に足を切創する事故はかなり発生しています。 

 

３ 安全衛生活動により得られるもの 
 

  「安全指導方針は罰則がないのでしょう」「罰則がないから守られないのでは」「研修生が嫌が

るので防護ブーツは履かせません」と様々な意見等をいただきます。 

 

        〇 安全衛生活動により経営体が得られるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省 安全衛生管理のポイントから 

 
 
 

http://www.torimori.com/green.html
http://www.torimori.com/green.html


〇 労働災害が経営体にもたらすもの 

 

  労働災害はけがをした本人がつらい思いをするだけでなく、家族も経営者も心を痛めます。 

  労働災害によりその後も後遺症に悩んでいる方もいらっしゃり、安全の確保は第一事項です。 

また、経営体への処分・負担は、罰則は罰金や事業停止だけでありません。 

（次ページの図を参考） 

  また、災害が発生する都度、研修のあり方、緑の雇用の必要性なども問われます。緑の雇用の

目的である林業後継者を育てるためにも安全責任を常に持っていただきたくお願いします。 

安衛法の罰則規定には、①3 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金刑、②1 年以下の懲役または 100 万円以

下の罰金刑、③6 ヶ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金刑、④50 万円以下の罰金刑があり、特別教育を行わ

なかった場合は③、雇い入れ時の安全衛生教育を行わなかった場合は④です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

厚生労働省 安全衛生管理のポイントから 


